
ロードマップの修正一覧

№
ﾛｰﾄﾞ
ﾏｯﾌﾟ
ﾍﾟｰｼﾞ

意見概要
意見に対する考え方
（修正案等）

資料２
該当
ﾍﾟｰｼﾞ

区分

1 22

【市民主体のコミュニティ運営が確立されたまち】

　『特に、本市の特徴である市内の各地域の固有の特色
を市の魅力向上に結びつけるためには、地域の実情に
応じたきめ細かなまちづくりを進めることが重要です。』
の箇所の意味が分からないという意見

指摘のあった「特徴」、「特色」といった表現
の見直し及び、全体の表現についても整合
が取れるように見直し

34
35

市民
意見

2 2

【吹田市ロードマップの説明文】

　吹田市総合計画基本計画(素案)には、「まえがき」はな
いのでしょうか。
「コンセプトとしてわかりやすい計画を目指している」とか
「ロードマップの位置付け」等、説明されていたことを書
いて、読ませる努力も必要ではないかと思います。

「まえがき」部分を修正
36
37

3 3
ベースが二つありますので、七つのルートと二つのベー
スの総括表のようなものが最初にあれば、もっとわかりや
すいのではないかと思います。

「吹田２０２０ロードマップ概観図」を新たに
作成し、巻頭に記載

38
39

4 23

 
各ルートの成り立ちについて、全体の構成がわかる図が
必要ではないかと思います。

全体の構成が分かる図を修正
40
41

5 32

【第5章　将来像の実現に向けての前文】

　ベースⅠ、ベースⅡついて、「行政はこのようにする」
「市民はこのようにする」という話になっていますが、実は
それが一体となって新しい公共がどのように構築できる
のかという話だと思います。
　その新しい公共の概念は、ベースⅠとベースⅡが組み
合わされて実現していくはずですが、それがどこにも書
かれていないし、別々になってしまっています。

ベースⅠ、ベースⅡに関する前文を新たに
作成　⇒　【資料３】

【議題　３　ベース（基本姿勢）についてで議論】

資料3
参照

審議会
意見

資料－２
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ロードマップの修正案（No.1） 

意見の概要 

ロードマップ P２２ 
市民主体のコミュニティ運営が確立されたまち 
 『特に、本市の特徴である市内の各地域の固有の特色を市の魅力向上に結びつけるためには、

地域の実情に応じたきめ細かなまちづくりを進めることが重要です。』の箇所の意味が分からない

という意見 

 
 
 
 
 
 
【修正前】 

第 1章 まちの将来像  

まちの将来像は、市民福祉の向上に欠かすことのできない様々な政策を牽引する役割を果たします。 
この役割を果たすため、まちの将来像を設定するにあたり、次の３つのまちづくりの視点を取り入れ

ます。 
 
「住」「働」「楽」が織り成す都市魅力を発信し、人をひきつけるまち 

 
本市は、「住みやすさ」「産業活動にとっての魅力」「楽しめる都市空間」をバランスよく内包する都市

です。それぞれの都市機能は高い集積があり、単独でも大きな都市魅力となっていますが、複数の都市

機能が近接、融合することで、職住近接、職遊融合、住遊近在など相乗的に魅力が高まる可能性があり

ます。 
この可能性を引き出すには、柔軟な「発想力」や豊かな「創造力」、粘り強く取り組む「推進力」など

が必要であり、これらはどれも、人を介して引き出すことができるものです。 
このため、市民、企業、NPO、大学、行政など様々なまちづくりの主体が、相互の関係性を深め、そ
れぞれの得意分野を生かしながら、協力、連携することにより、地域資源をうまくつなぎあわせながら、

新たな都市魅力の創造を図ります。さらに、この都市魅力を内外に発信し、人をひきつける元気のある

まちをめざします。 
 
市民主体のコミュニティ運営が確立されたまち 

本市は、地域主権という変革期の政策主体として、市民生活を豊かにする政策の質的向上を図ること

が求められています。このため、市民が日々の生活で感じたことを如何に政策に組み入れていくかが重

要となっています。 
特に、本市の特徴である市内の各地域の固有の特色を市の魅力向上に結びつけるためには、地域の実

情に応じたきめ細かなまちづくりを進めることが重要です。このため、市民が地域のまちづくりに主体

的に関わり、自ら考え行動する自立した地域運営ができる仕組みを市民と行政の協働で構築し、その運

営を市が支援することで、それぞれの地域魅力を高め、活気あふれる地域とすることをめざします。
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【修正後】 

第 1章 まちの将来像  

まちの将来像は、市民福祉の向上に欠かすことのできない様々な政策を牽引する役割を果たします。 
この役割を果たすため、まちの将来像を設定するにあたり、次の３つのまちづくりの視点を取り入れ

ます。 
 
「住」「働」「楽」が織り成す都市魅力を発信し、人をひきつけるまち 

 
本市は、「住みやすさ」「産業活動にとっての魅力」「楽しめる都市空間」をバランスよく内包する都市

です。それぞれの都市機能は高い集積があり、単独でも大きな都市魅力となっていますが、複数の都市

機能が近接、融合することで、職住近接、職遊融合、住遊近在など相乗的に魅力が高まる可能性があり

ます。 
この可能性を引き出すには、柔軟な「発想力」や豊かな「創造力」、粘り強く取り組む「推進力」など

が必要であり、これらはどれも、人を介して引き出すことができるものです。 
このため、市民、企業、NPO、大学、行政など様々なまちづくりの主体が、相互の関係性を深め、そ
れぞれの得意分野を生かしながら、協力、連携することにより、地域資源をうまくつなぎあわせながら、

新たな都市魅力の創造を図ります。さらに、この都市魅力を内外に発信し、人をひきつける元気のある

まちをめざします。 
 
市民主体のコミュニティ運営が確立されたまち 

  分権型社会において、市民生活を豊かにするためには、市民が日々の生活で感じたことをいかにま

ちづくりに反映させるかが課題となっています。 
  歴史や文化など地域固有の特色を生かし、市の魅力向上に結びつけるために、地域に愛着や関心を

持ち、その地域ならではのきめ細かなまちづくりを進めることが重要となります。 
このため、市民が地域のまちづくりに主体的に関わり、自ら考え行動する自立した地域運営ができ

る仕組みを市民と行政の協働で構築し、その運営を市が支援することで、それぞれの地域魅力を高め、

活気あふれる地域とすることをめざします。 

- 35 - 



ロードマップの修正案（No.2） 

意見の概要 
 
ロードマップ P２ 吹田市ロードマップの説明文 
 吹田市総合計画基本計画(素案)には、「まえがき」はないのでしょうか。「コンセプトとしてわかり
やすい計画を目指している」とか「ロードマップの位置付け」等、説明されていたことを書いて、

読ませる努力も必要ではないかと思います。 

 
 
 
 
 
【修正前】 
 

吹田２０２０ロードマップとは 

 
ロードマップとは総合計画の目標に向けた道筋を示すものです。 
ロードマップには「何を達成する（目標）」「いつまでに達成する（期限）」「どのように達成

する（手段）」などを明らかにしています。 
吹田市総合計画は 2020年の将来像に向けたまちづくりのロードマップです。 
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【修正後】 

 
 
吹田市総合計画を、みんなが共有し活用できる親しみやすい計画とするために、『吹田 2020 ロード

マップ』と称しています。 

 

吹田２０２０ロードマップとは 

 
ロードマップは『道路地図』や『行程表』という意味があります。 
吹田２０２０ロードマップは、２０２０年度の吹田市の将来像に向けた「地図」となり「行

程表」となります。 
この将来像の実現に向け、「何を達成する（目標）」「いつまでに達成する（期限）」 
「どのように達成する（手段）」などを明らかにしています。 

 
 
 
 
 
 

 

吹田２０２０ロードマップ策定のコンセプト 

     
 分かりやすい計画 

   ◇ 多様なまちづくりの主体と共有できる分かりやすい計画 
   ◇ 市民、事業者、行政等の役割が分かる計画 
   ◇ 環境や都市計画などの分野別計画との関係が分かりやすい計画 
 

    戦略性のある計画 
   ◇ まちづくりにおける戦略性が明確な計画 
   ◇ 重点化する取組などがわかるメリハリのある計画 
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ロードマップの修正案（No.3） 

意見の概要 

ロードマップ P３ 目次の次 
ベースが二つありますので、七つのルートと二つのベースの総括表のようなものが最初にあ

れば、もっとわかりやすいのではないかと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 38 - 

- 38 - 
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ロードマップの修正案（No.４） 

 
意見の概要 

 ロードマップ P２３ 
全体構成図 
各ルートの成り立ちについて、全体の構成がわかる図が必要ではないかと思います。 

 
 
 
【修正前】 
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【ベースⅡ】 

持続可能なまちづくりのた

めの行政経営を確立します

現在地 

中間点 

【ベースⅠ】 

市民が活躍できるまちの

仕組みづくりを進めます 

（まちの将来像） 人・まち・元気創造都市 すいた （案）
目的地 
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基 
 

本 
 

方

 
向

 

》
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【修正後】 
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